
 

特定商取引法に基づく表記 

新車・中古車プラン（ジャックスリース） 

 

販売事業者 

 

 

 

特定商取引法に基づく表記（ジャックスリース契約） 

 

▼事業者名称 

ジャックスリース株式会社 

 

▼事業者住所 

〒140-8517 東京都品川区東品川 4丁目 12 番 1 号品川シーサイドサウスタワー１７Ｆ 

 

▼リース提供事業者代表者 

代表取締役社長 三浦 一起 

 

▼電話番号・電話受付時間 

０３－６３２７－２２０１  １０：００～１８：００（平日） 

 

▼リース料について 

対象のお車、付属品、プラン等により異なるため、当社または自動車販売店を介したお見積の提示（もしく

は、Web サイト上の表示）によりご案内いたします。 

 

▼リース車両の納車時期 

当社は、対象自動車のリース契約締結後、各自動車販売会社に自動車を注文します。自動車の納車時期につい

ては、通常注文から 1か月～2か月程度かかりますが、状況により前後することがあります。お車の引渡しに必

要な費用（納車費用）はリース料に含まれます。なお、リース開始日は、原則として自動車検査証上の所有者

を当社、使用者をお客様とする登録が行われた日となります。 

 

▼リース料のお支払い方法 

口座振替の方法によりお支払いいただきます。 

 



▼リース料のお支払い時期 

原則、リース開始日の翌々月からのお支払い開始となります。初回のみ 2か月分のリース料をお支払いいただ

きます。毎月 27 日（金融機関が休みの場合、翌営業日）がお支払日となります。 

ただし、再保証付きリース契約をご利用いただく場合、リース開始日の翌月からお支払い開始となり、初回 1

か月分のリース料をお支払いいただきます。 

 

▼審査結果の有効期限等 

リース契約をお申込いただくにあたり、事前に当社及び保証会社である株式会社ジャックスの所定の審査があ

ります。審査結果についてはお客様へ自動車販売店を介して、電話等により通知します。リース契約の申込期

限は原則として審査申込日から９０日間です。上記期間を過ぎた場合には、審査承認が無効となることがあり

ます。 

 

▼リース申込のキャンセル（申込の撤回）について 

リース契約の成立前であれば、申込のキャンセルが可能です。リース契約の成立後につきましては、お客様の

ご都合による申込のキャンセルは承れません。なお、リース契約はお客様と株式会社ジャックス間の保証委託

契約が成立し、かつ、ジャックスリース株式会社が所定の手続きを経てリース契約の締結を承認したときに成

立します。 

 

▼契約不適合に関する責任等について 

自動車の品質等の不適合があった場合、並びに自動車の選択、決定に際してお客様に錯誤等があった場合で

も、当社は当該不適合ないし錯誤等につき責任を負いません。自動車の引渡時または引渡後に発見された自動

車の品質等の不適合等については、自動車の保証書の定めに従い直接、販売店へご請求ください。なお、お客

様が販売店に対し修補等を請求する場合でも、リース料その他リース契約に基づく債務の減免、弁済の猶予、

契約の変更を求めることはできません。 

 

 

リース料以外にお客様が負担すべき費用 

 

▼自動車の使用、保管 

自動車の使用、保管、保守、点検、修繕、整備等に関し、契約書記載のリース料及びメンテナンスサービスに

含まれない費用についてはすべてお客様の負担となります。なお、メンテナンスサービスの内容は契約ごとに

異なります。また、自動車の修繕・修理について自動車保険で保険金が支払われる場合、ご負担が軽減される

ことがあります。ただし、保険内容によって免責額が設定されているケースがありますので、保険契約内容を

ご確認ください。 

 

▼リース料に含まれる公租公課・保険料等が変動した場合 

リース料に含まれる自動車税、重量税、消費税などの公租公課、および自賠責保険料などは、ご契約時点での

費用をもとに計算しておりますので、リース契約締結以降にこれらの費用が変動した場合、その差額はお客様

のご負担となります。 

 

▼全損・盗難等 

自動車の盗難や全損事故、火災、風水害、地震その他お客様及び当社いずれの責めにも帰さない事由によって



生じた一切の損害はすべてお客様のご負担となります。 

 

▼リース期間満了時、中途解約時の精算 

オープンエンド方式のリース契約における設定残存価格は、ご契約時の中古車相場を基準に、リース契約の走

行距離等を加味して設定しますが、返還時における自動車の評価額又は処分額を保証したものではありませ

ん。中古車相場の変動により、評価額又は処分価額と設定残存価格と差額を清算いただきます。 

中途解約金＝｛残リース料全額＋設定残存価格ー未経過費用（事務手数料除く）｝×消費税＋リサイクル預託金 

 

▼車両返却時における原状回復費等 

リース期間の満了等により自動車を返却する場合、自動車の通常消耗及び当社が承諾したものを除き、自動車

の原状回復に要する費用をご負担いただきます。 

また、契約走行距離を著しく超過したことにより、当社が追加補修・メンテナンス等を行った場合または自動

車価値の減少等の損害が生じた場合には、その費用または損害額をご負担いただきます。 

 

▼契約違反等による契約の解除等 

お客様の契約違反等の債務不履行によりリース契約が解除された場合には、直ちに自動車を当社に返還すると

共に、未払いリース料、未経過リース料及びリース期間満了時の設定残存価格の合計額等から、返還時におけ

る評価額（または売却額から査定評価に要した金額を控除した残額）及びリース料に含まれる未経過費用を控

除した金額を、直ちに当社にお支払いいただきます。なお、車両が返還されない場合には、上記の返還時にお

ける評価額等は控除されないものとします。 

 

▼その他の費用負担 

①銀行振込の際の振込手数料、各種損害金 

②本契約に基づく権利行使のために必要な措置をとった場合に要した費用（弁護士費用含む） 

③振込用紙の送付・再度口座振替等の再請求手続きを行ったときはシステム処理料、事務手数料費用として当

社所定の手数料 

④訪問集金したときは訪問集金費用として当社所定の手数料⑤書面による通知・催告をしたときは実費相当額 

 

▼その他のリース提供条件等 

お客様は善良な管理者の注意をもって使用・保管し、各種法令を遵守するものとします。また、本契約におい

て以下の事項が禁止されています。 

・リース自動車を第三者に譲渡、転貸すること 

・当社の承諾なく自動車検査証等の仕様・記載事項変更、機器類の着脱等、自動車の現状を変更すること。ま

た、保管場所、使用の本拠を変更すること。 

・その他契約約款に定める事項。 

 

▼リース契約満了時の手続きについて 

リース契約満了時の４カ月前に当社よりお客様に満了のご案内を送付します。下記のいずれかをご選択いただ

き、当社へご連絡ください。 

＊ご契約内容により一部ご希望に添えない場合があります。 

①新しいリース車両にお乗り換え 

②再リース 



③リース車両の返却 

④リース車両を買取*（オープンエンド契約に限る） 

＊買取りの場合は設定残存価格および取得に関わる税金等その他諸費用が別途必要となります。 

 

 

特定商取引法に基づく表記（「ジャックスリース契約」に関するジャックスの保証委託契約） 

 

▼事業者名称 

株式会社ジャックス 

 

▼事業者住所 

本社所在地〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 

登記上の本店所在地〒040-0063 北海道函館市若松町 2-5 

 

▼代表者名 

代表取締役 村上 亮 

 

▼お問い合わせ先 

カスタマーセンター（お客様相談室） 電話番号：０５７０－５５００１１   

 

▼役務の対価 

「ジャックスリース契約」における対価のほかに、保証委託契約に関する対価は生じません。 

 

▼役務のお支払時期 

「ジャックスリース契約」の支払時期に準じるものとします。 

再保証付きリース契約をご利用いただく場合、リース開始日の翌月からお支払い開始となり、初回 1か月分の

リース料をお支払いいただきます。 

 

▼役務の提供時期 

「ジャックスリース契約」の役務の提供時期に準じるものとします。 

 

▼費用の負担 

①銀行振込の際の振込手数料 

②保証委託契約に基づく権利行使のために必要な措置をとった場合に要した費用（弁護士費用含む） 

③振込用紙の送付・再度口座振替等の再請求手続きを行ったときはシステム処理料、事務手数料費用として当

社所定の手数料 

④訪問集金したときは訪問集金費用として当社所定の手数料⑤書面による通知・催告をしたときは実費相当額 

 

▼契約のキャンセル（申込の撤回）について 

「ジャックスリース契約」の申込をキャンセルできる場合に限り、保証委託契約の申込もキャンセルできま

す。上記以外の場合には、お客様のご都合による申込のキャンセルはできません。 

 



▼契約の中途解約について 

「ジャックスリース契約」の中途解約ができる場合に限り、保証委託契約の中途解約もできます。上記以外の

場合には、お客様のご都合による中途解約はできません。 

 

▼審査結果の有効期限等 

「ジャックスリース契約」の「審査結果の有効期限等」の内容に準じます。 

リース契約の申込期限は審査申込日から９０日間です。ただし、再保証付きリース契約をご利用いただく場

合、審査申込日から６０日間となります。上記期間を過ぎた場合には、審査承認が無効となることがありま

す。 


